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Ⅱ 求人 

 １ 求人申込みの際の留意事項。  

□ 学校課程（全日制・定時制・通信制・単位制）、学科により、採用者の範囲を限定することな

く、広く応募の機会を与えているか 

□ 同和関係者、在日韓国･朝鮮人生徒など、特定の人を排除する表現が含まれていないか 

□ 高校指定に当たっては、男(女)子校のみを指定するなど、結果的に改正男女雇用機会均等

法の趣旨に反する指定を行っていないか 

 
（1）求人条件は法規に則って 

求人の労働条件や職務内容が、最低賃金や法定労働時間、社会保険・労働保険加入義務などの労

働法令に違反した内容とならないよう注意してください。 

なお、男女雇用機会均等法（p.100,p.147）により、新規学校卒業者を対象とする募集も男女不問求人

となっています。特に、高卒求人申込書の記載に当たって、特定の男子校や女子校に人数を明示して

推薦依頼をされる場合は、男女雇用機会均等法上問題となることがありますので注意してください（p.34）。 

（2）求人数記載は特に慎重に 

求人申込み後における求人数の削減や求人取消しは、学校における進路指導にも大きな混乱を生じ

させることになりますので、求人数の記入については、特に慎重に行ってください。 

なお、やむを得ず求人数及び求人条件を変更する場合は、ただちに学校並びにハローワークに申し

出てください。 

（3）求人申込みに当たっての留意事項 

求人申込みは、人事権（採用権）のある事業所単位（原則として雇用保険適用事業所）で、必ずその

会社（事業所）の採用・人事責任者が行ってください。 

求人票は、求人者と求職者の雇用関係を成立させるための求人条件を明示する書類です。正しく、ま

た求職者にとってもわかりやすく、かつ入職時においても確実に実施できる内容としてください。 

また、派遣求人、請負求人については、求職者に適切な情報を提供するため、契約書などの確認を

行っています。 

（4）労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの求人の不受理制度 

ハローワークは、一定の労働関係法令違反があった事業所などからの求人を受け付けません。 

    （p.14,p.15 参照） 

（5）採用選考関係書類等点検票の提出のお願い 

学卒求人申込書提出の際には、「採用選考関係書類等点検票」（p.185）を添付してください。 

昭和46(1971)年に統一応募書類が制定されて以来、各事業所において公正な採用選考推進の取組

みをいただき、中学、高校卒業者の採用選考については、統一応募書類の使用が徹底されていますが、

大学等卒業者や中途採用者の採用時、また採用内定後において就職差別につながるおそれのある項

目が含まれている社用紙を使用している事例が見受けられます。 

「採用選考関係書類等点検票」は、各事業所が自社の採用選考関係書類（応募書類～採用内定後

から入社までの書類）等について、もう一度見直しを行っていただき、今後の指導の参考とさせていただ

くためのものです。人権問題の重要性をご理解いただき、御協力くださるようお願いします。 
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（6）縁故募集の範囲 

縁故募集は、その範囲が拡大解釈されがちですが、「募集者と親族関係にある者又は以前から募集

主と直接親交のある者」となっており、具体的には次の者が縁故の範囲に入ります。 

○ 親族……民法上の親族、すなわち配偶者、６親等以内の血族及び３親等以内の姻族をいう。 

○ 募集主……応募して採用される労働者の雇用関係の当事者になる者をいい、本社が労働者の採用権限

を工場長、支店長等に委任している場合はそれらの者。なお、個人企業の場合は事業主本人とする。 

○ 直接親交のある者……事業主と従前から相当期間にわたり、親しい交際関係にあり、現在まで引き続いて

いる者。直接親交のある関係とは、募集主と労働者本人の関係をいうものであるが、事実上本人と一体

の関係とみられる労働者の配偶者及び１親等の血族を含む取扱いをする。なお、親交の動機は問わな

い。 

（7）ユースエール認定制度（優良な中小企業の認定制度） 

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を、青少年の雇用の促

進等に関する法律に基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定しています（p.16,p.17

参照）。 

※認定を受けられた企業は、「若者雇用促進総合サイト」に掲載されます。 

 

【若者雇用促進総合サイト】 

https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp 

 
労働者募集広告及び労働条件明示の注意点 

１ 労働者募集広告 

  事業主（募集主）が労働者募集広告を直接頒布又は求人広告関係事業主に広告の掲載を申し込む時

には、その内容について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示はしないでください。また、正確かつ最

新の内容に保たなければなりません（p.122、p.124、p.129～130参照）。 

２ 労働条件等の明示 

  募集主は、募集に応じて労働者になろうとする者に対して、従事すべき業務の内容及び賃金、労働時

間その他の労働条件を可能な限り具体的かつ速やかに明示しなければなりません（p.122、p.123、

p.127～129参照）。 

（労働条件の明示で必要な項目は以下のとおりです） 

□労働者が従事すべき業務の内容（従事すべき業務の内容の変更の範囲を含む）   

□労働契約の期間 

□試みの使用期間 

□有期労働契約を更新する場合の基準（通算契約期間又は更新回数の上限を含む） 

□就業場所（就業場所の変更の範囲を含む） 

□始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日（裁量労働制が適用さ

れることとなる場合にはその旨） 

□賃金（賃金形態、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給に関する事項等） 

  ※いわゆる「固定残業代」が支払われる場合には、以下の事項についても明示が必要 

  ・固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数（固定残業時間）及び金額 

  ・固定残業代を除いた基本給の額 

  ・固定残業時間を超える時間外労働、休日労働、深夜労働分についての割増賃金を追加で支払う旨 

□健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険の適用に関する事項 

□労働者を雇用しようとする者の氏名または名称 

□労働者を派遣労働者として雇用しようとする場合には、その旨 

□就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項 

※試用期間中と試用期間終了後の従事すべき業務の内容が異なる時には、それぞれの従事すべき業

務の内容を示さなければなりません。 

※募集主は募集に応じて労働者になろうとする者と労働契約を締結する場合に、すでに明示した労働条

件を変更、特定、削除、追加する場合には、労働契約を締結する前に変更内容等の明示をしなけれ

ばなりません。 

ひとくちメモ 
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Ⅱ 求人 

 １ 求人申込みの際の留意事項。  

□ 学校課程（全日制・定時制・通信制・単位制）、学科により、採用者の範囲を限定することな

く、広く応募の機会を与えているか 

□ 同和関係者、在日韓国･朝鮮人生徒など、特定の人を排除する表現が含まれていないか 

□ 高校指定に当たっては、男(女)子校のみを指定するなど、結果的に改正男女雇用機会均等

法の趣旨に反する指定を行っていないか 

 
（1）求人条件は法規に則って 

求人の労働条件や職務内容が、最低賃金や法定労働時間、社会保険・労働保険加入義務などの労

働法令に違反した内容とならないよう注意してください。 

なお、男女雇用機会均等法（p.100,p.147）により、新規学校卒業者を対象とする募集も男女不問求人

となっています。特に、高卒求人申込書の記載に当たって、特定の男子校や女子校に人数を明示して

推薦依頼をされる場合は、男女雇用機会均等法上問題となることがありますので注意してください（p.34）。 

（2）求人数記載は特に慎重に 

求人申込み後における求人数の削減や求人取消しは、学校における進路指導にも大きな混乱を生じ

させることになりますので、求人数の記入については、特に慎重に行ってください。 

なお、やむを得ず求人数及び求人条件を変更する場合は、ただちに学校並びにハローワークに申し

出てください。 

（3）求人申込みに当たっての留意事項 

求人申込みは、人事権（採用権）のある事業所単位（原則として雇用保険適用事業所）で、必ずその

会社（事業所）の採用・人事責任者が行ってください。 

求人票は、求人者と求職者の雇用関係を成立させるための求人条件を明示する書類です。正しく、ま

た求職者にとってもわかりやすく、かつ入職時においても確実に実施できる内容としてください。 

また、派遣求人、請負求人については、求職者に適切な情報を提供するため、契約書などの確認を

行っています。 

（4）労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの求人の不受理制度 

ハローワークは、一定の労働関係法令違反があった事業所などからの求人を受け付けません。 

    （p.14,p.15 参照） 

（5）採用選考関係書類等点検票の提出のお願い 

学卒求人申込書提出の際には、「採用選考関係書類等点検票」（p.185）を添付してください。 

昭和46(1971)年に統一応募書類が制定されて以来、各事業所において公正な採用選考推進の取組

みをいただき、中学、高校卒業者の採用選考については、統一応募書類の使用が徹底されていますが、

大学等卒業者や中途採用者の採用時、また採用内定後において就職差別につながるおそれのある項

目が含まれている社用紙を使用している事例が見受けられます。 

「採用選考関係書類等点検票」は、各事業所が自社の採用選考関係書類（応募書類～採用内定後

から入社までの書類）等について、もう一度見直しを行っていただき、今後の指導の参考とさせていただ

くためのものです。人権問題の重要性をご理解いただき、御協力くださるようお願いします。 
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求人不受理リーフレット 

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

求人企業の皆さまへ

2020年（令和２年）３月30日から、改正職業安定法の一部や関連する政令・
省令・指針が施行され、ハローワークは、一定の労働関係法令違反のある求人者
からの求人の申し込みなどを受理しないことが可能となっております。
このリーフレットでは、求人企業の皆さまが、ハローワークに求人を申し込む
際に留意していただきたい点をお知らせします。
※ 違反した場合に求人不受理となる規定が追加になります（施行日︓令和４年10月１日）。

ハローワークは、原則として、全ての求人の申し込みを受理しなければならないとされて

います。ただし、以下のいずれかの要件に該当する場合には、求人の申し込みを受理しない

ことができます。

○ ハローワークは、求人の申し込みが上記の要件に該当するか否か、求人者に対して報告を

求めることができるとされており、職業安定法では、求人者は、ハローワークからその求め

があったときは、正当な理由がない限り、応じなければならないとされています。

① 内容が法令に違反する求人

② 労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人

③ 一定の労働関係法令違反のある求人者による求人

④ 求人者が労働条件を明示しない求人

⑤ 暴力団員など（※）による求人
（※）暴力団員、法人で役員の中に暴力団員がいる者、暴力団員がその事業活動を支配する者

⑥ 正当な理由なく、ハローワークからの報告の求めに応じなかった求人者による求人

【参考：職業安定法】

第五条の六 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。

一～六 （上記①～⑥のとおりであるため省略）

２ 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必

要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。

３ 求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

○ 正当な理由なく、ハローワークからの報告の求めに応じなかった場合は、求人

の申し込みが受理されないことになりますので、報告にご協力ください。

○ また、報告の際に、事実に相違する報告をした場合には、都道府県労働局によ

る勧告や公表などの対象となる可能性があるので、正しい内容の報告をお願いし

ます。

改正職業安定法（求人不受理）について

LL040930 首01
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求人不受理リーフレット 

法律 対象条項

労働基準法

＜男女同一賃金＞第４条、＜強制労働の禁止＞第５条、＜労働条件明示＞第15条第１項及び

第３項、＜賃金＞第24条、第37条第１項及び第４項、＜労働時間＞第32条、第36条第６

項（第２号及び第３号に係る部分に限る）、第141条第３項、＜休日・休暇等＞第34条、

第35条第１項、第39条第１項、第２項、第５項、第７項及び第９項、＜年少者関係＞第56

条第１項、第61条第１項、第62条第１項及び第２項、第63条、＜妊産婦関係＞第64条の

２（第１号に係る部分に限る）、第64条の３第１項、第65条、第66条、第67条第２項

（※）労働者派遣法第44条（第４項を除く）の規定により適用する場合を含む。

職業安定法

＜労働条件等の明示＞第５条の３第１項（労働者の募集を行う者に係る部分に限る）、第２

項及び第３項、第５条の４第１項（労働者の募集を行う者に係る部分に限る）及び第２項

（労働者の募集を行う者に係る部分に限る）、＜求職者等の個人情報の取扱い＞第５条の５

（労働者の募集を行う者に限る）、＜求人の申込み時の報告＞第５条の６第３項、＜委託募

集＞第36条、＜労働者募集に係る報酬受領・供与の禁止＞第39条（労働者の募集を行う者

に係る部分に限る）、第40条、＜労働争議への不介入＞第42条の２において読み替えて準

用する法第20条（労働者の募集を行う者に係る部分に限る）、＜秘密を守る義務＞第51条

（労働者の募集を行う者に係る部分に限る）

最低賃金法 第４条第１項

労働施策総
合推進法

第30条の２第１項及び第２項（第30条の５第２項及び第30条の６第２項において準用する
場合を含む）
（※）第30条の２第１項の規定を労働者派遣法第47条の４の規定により適用する場合を含む。

男女雇用機
会均等法

第５条から第７条、第９条第１項から第３項、第11条第１項及び第２項（第11条の３第２

項、第17条第２項及び第18条第２項において準用する場合を含む）、第11条の３第１項、

第12条及び第13条第１項

（※）労働者派遣法第47条の２の規定により適用する場合を含む。

育児・介護
休業法

第６条第１項、第９条の３第１項、第10条、第12条第１項、第16条（第16条の４及び第
16条の７において準用する場合を含む）、第16条の３第１項、第16条の６第１項、第16
条の８第１項（第16条の９第１項において準用する場合を含む）、第16条の10、第17条
第１項（第18条第１項において準用する場合を含む）、第18条の２、第19条第１項（第
20条第１項において準用する場合を含む）、第20条の２、第21条第2項、第23条第１項か
ら第３項まで、第23条の２、第25条第１項及び第２項（第52条の４第２項及び第52条の
５第２項において準用する場合を含む）及び第26条
（※）労働者派遣法第47条の３の規定により適用する場合を含む。

違反した場合に求人の申込みが受理されないこととなる法律の規定

対象となる主なケース 基本となる不受理期間

労働基準法及び
最低賃金法に関する規定

１年間に２回以上、同一の対象条項違
反により是正指導を受けた場合

法違反の是正後６か月経過する
まで

対象条項違反により送検され、公表さ
れた場合

送検された日から１年経過する
まで

職業安定法、労働施策総
合推進法、男女雇用機会
均等法及び育児・介護休

業法に関する規定

対象条項に違反し、法違反の是正を求
める勧告に従わず、公表された場合

法違反の是正後６か月経過する
まで

以下に該当する場合には、求人の申込みが受理されません
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求人不受理リーフレット 

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

求人企業の皆さまへ

2020年（令和２年）３月30日から、改正職業安定法の一部や関連する政令・
省令・指針が施行され、ハローワークは、一定の労働関係法令違反のある求人者
からの求人の申し込みなどを受理しないことが可能となっております。
このリーフレットでは、求人企業の皆さまが、ハローワークに求人を申し込む
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【参考：職業安定法】

第五条の六 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、
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３ 求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
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○ また、報告の際に、事実に相違する報告をした場合には、都道府県労働局によ

る勧告や公表などの対象となる可能性があるので、正しい内容の報告をお願いし
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改正職業安定法（求人不受理）について

LL040930 首01
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ユースエールリーフレット 

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小
企業（常時雇用する労働者が300人以下の事業主）を、若者雇用促進法に
基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定しています。

認定した企業の情報発信を後押しすることなどで、企業が求める人材の
円滑な採用を支援し、求職中の若者とのマッチング向上を図ります。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

若者の採用・育成に積極的で
雇用管理の優良な中小企業を応援します︕

若者の採用・育成に積極的な中小企業の皆さまへ

Ａ

１
ハローワークなどで
重点的ＰＲを実施

「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」などの支援拠点で
認定企業を積極的にＰＲすることで、若者からの応募増が期待できます。
また、厚生労働省が運営する、若者の採用・育成に積極的な企業などに
関するポータルサイト「若者雇用促進総合サイト」などにも認定企業として
企業情報を掲載しますので、貴社の魅力を広くアピールすることができます。

2
認定企業限定の就職面接会
などへの参加が可能

各都道府県労働局・ハローワークが開催する就職面接会などについて
積極的にご案内しますので、正社員就職を希望する若者などの求職者
と接する機会が増え、より適した人材の採用を期待できます。

3
自社の商品、広告などに
認定マークの使用が可能

認定企業は、ユースエール認定マーク（右）を、商品や広告
などに付けることができます。認定マークを使用することに
より、ユースエール認定を受けた優良企業であるということ
を対外的にアピールすることができます。

４
日本政策金融公庫による
融資制度

株式会社日本政策金融公庫（中小企業事業）において実施している「働き方
改革推進支援資金」を利用する際、基準利率から－0.65％での融資を受ける
ことができます。

※ 基準利率は、貸付期間、担保の有無などに応じて異なります。
詳細は以下のＵＲＬをご覧ください。

https://www.jfc.go.jp/n/rate/base.html
※ 働き方改革推進支援資金の詳細は、以下のＵＲＬをご覧ください。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/hatarakikata.html

５ 公共調達における加点評価

公共調達のうち、価格以外の要素を評価する調達（総合評価落札方式・企画
競争方式）を行う場合は、契約内容に応じて、ユースエール認定企業を加点
評価するよう、国が定める「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の
活用に関する取組指針」において示されています。

※ 加点評価の詳細は、公共調達を行う行政機関によって定められています。

LL060328開若01

ユースエール認定企業になると、以下の支援を受けることができるようになり、
企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待されます。

Ｑ「ユースエール認定企業」として認定を受けると、どんなメリットがありますか︖

ご存じですか︖
｢ユースエール認定制度｣

＜認定マーク＞
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ユースエールリーフレット 

１ 学卒求人※１など、若者対象の正社員※２の求人申込みまたは募集を行っていること

２ 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること

３
右の要件をすべて
満たしていること

・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること

・直近３事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20％以下※３

・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労
働60時間以上の正社員が１人もいないこと

・前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70％以上又は年間
取得日数が平均10日以上※４

・直近３事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が１人以上又は女性労働者の育児休業等
取得率が75％以上※５

４
右の青少年雇用情報
について公表してい
ること

・直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均継続勤務年数

・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検
定等の制度の有無とその内容

・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者
数・取得者数（男女別）、役員・管理職の女性割合

５ 過去３年間に認定企業の取消を受けていないこと

６ 過去３年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと※６

７ 過去３年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと

８ 過去１年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと※７

９ 暴力団関係事業主でないこと

10 風俗営業等関係事業主でないこと

11 各種助成金の不支給措置を受けていないこと

12 重大な労働関係等法令違反を行っていないこと

【 認定基準 】

認定企業となるためには、各都道府県労働局へ申請が必要です。上記の認定基準を満たし
ていることを確認した後、各都道府県労働局から認定通知書を交付します。
※申請書などの提出は、ハローワークを経由して行うことができる場合があります。また、認定基準を満たしてい

るかどうかを確認するための書類をご提出いただきます。詳細は、各都道府県労働局へお問い合わせください。

Ａ

Ｑ 認定企業になるには、どうすればよいですか︖

※１ 少なくとも卒業後３年以内の既卒者が応募可であることが必要です。

※２ 正社員とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者（役員を除く）に比べて高い責任を負いな
がら業務に従事する労働者をいい、派遣契約で業務に従事する者は除きます。

※３ 直近３事業年度の採用者数が３人または４人の場合は、離職者数が１人以下であれば、可とします。

※４ 有給休暇に準ずる休暇として、企業の就業規則等に規定する、有給である、毎年全員に付与する、という３つの条件を満た
す休暇について、労働者１人あたり５日を上限として加算することができます。

※５ 男女ともに育児休業などの取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可とします。また、「くるみん認定」
(子育てサポート企業として厚生労働省が定める一定の基準を満たした企業。プラチナくるみん、トライくるみん、プラス
を含みます。)を取得している企業については、認定を受けた年度を含む３年度間はこの要件を不問とします。

※６ ３、４の基準を満たさずに辞退した場合、再度基準を満たせば辞退の日から３年以内であっても再申請が可能です。

※７ 離職理由に虚偽があることが判明した場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど)は取り消します。

2

本リーフレットの内容について詳しくは、都道府県労働局、ハローワークへお問い合わせください。
（融資制度の詳細は、株式会社日本政策金融公庫へお問い合わせください）

電子申請も利用できます︕

ユースエールの認定申請は、持参又は郵送によるほか、e-Govポータルサイトから、電子申請
の利用が可能です。ぜひご利用ください。（https://shinsei.e-gov.go.jp/）
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